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1. 一般仕様 

 

1.1 件名 

財務・契約系情報システム Ver.5（契約管理支援システム等）の研究契約業務機能の追加 

 

1.2 目的 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以降、「機構」とする）では財務・契約系の基幹

業務の効果的かつ効率的な遂行のため、「財務・契約系情報システム」の開発及び運用を行って

きた。 

研究契約業務（受託研究、委託研究、共同研究）は、台帳を基に契約手続き等の業務処理を手

作業で実施しており、研究契約業務の電子処理化による利便性向上は喫緊の課題になっていた。 

本調達では、研究契約業務の電子処理化により効果的かつ効率的な遂行を実現するべく、財

務・契約系情報システムの契約管理業務支援システム、財務契約系フロントシステムへ研究契

約業務に関する機能追加を行うものである。 

 

1.3 作業内容 

(1) 財務契約系フロントシステムへの研究契約業務機能追加作業 

(2) 契約管理支援システムへの研究契約業務機能追加作業 

(3) 契約管理支援システムへの契約管理帳票最適化に伴う機能追加作業 

(4) 財務契約系フロントシステムへの予算科目補助情報登録機能追加作業 

(5) 上記(1)～(4)に対する試験 

 

1.4 納期 

令和９年２月２６日（金） 

 

1.5 納入場所 

茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

システム計算科学センター 原子力科学研究所 情報交流棟内指定場所 

 

1.6 検収条件 

本仕様書「1.9 提出図書等」の完納 及び 本仕様書「2. 技術仕様」に定める仕様で開発され

た本機能が検査要領書の項目に従って正常動作することの確認をもって検収とする。 

 

1.7 契約不適合責任 

検収後１年間以内に設計・製作上の不適合が発見された場合、無償にて速やかに改修を行う

ものとする。 
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1.8 検査員及び監督員 

検査員 

(1) 一般検査 管財担当課長 

(2) 技術検査 システム計算科学センター業務 DX推進室室員 

 

1.9 提出図書等 

(1)  作業工程計画書     (１部、契約後速やかに) 

(2)  作業体制表     (１部、契約後速やかに) 

(3)  システム開発計画書    (１部、契約後速やかに) 

(4)  議事録      (１部) 

(5)  作業工程表     (１部) 

(6)  作業報告書     (１部) 

(7)  基本設計書     (１部) 

(8)  詳細設計書     (１部) 

(9)  運用管理者用操作マニュアル   (１部) 

(10) 利用者用操作マニュアル    (１部) 

(11) 検査要領書     (１部、検査実施１週間前) 

(12) 検査成績書     (１部、検査後速やかに) 

(13) ソフトウェア構成表    (１部) 

(14) ソースコード 及び 実行形式ファイル  (電子媒体のみ) 

(15) 委任又は下請負届（対象となる場合のみ）      (１部、作業開始２週間前) 

(16) 上記(1)～(14)を格納した CD-R等電子媒体  (１式) 

（提出場所：システム計算科学センター業務 DX推進室） 

 

提出資料はすべて日本語で記述し、マイクロソフト株式会社製のオフィス製品（Word、Excel

等）で編集が可能なデータ形式で納品すること。 

設計書・操作マニュアルについては、貸与する現版の設計書を追記・修正する形で作成するこ

と。また、改版履歴として追記・修正箇所を明確にすること。 

上記に加えて受注者は資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性（情

報セキュリティに係る資格・研修等）・実績及び国籍についての情報を記した書類を契約後速や

かに提出すること。 

 

1.10 支給品 

なし 

 

1.11 貸与品 

(1) 財務・契約系情報システム Ver.5ドキュメント・ソースコード・実行形式ファイル 一式 

(2) 財務・契約系情報システム検証環境 

(3) 作業場所（情報交流棟南ウイング外来者用作業室） 
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上記(1)に関して、本調達の履行完了時に発注者へ返還するものとする。 

なお、本調達の履行に必要となる開発環境・ミドルウェアに関しては受注者が別途用意する

こととする。 

また、発注者が許可する場合には(2)に対するリモートアクセスを可能とする。 

 

1.12 品質管理 

本機能追加業務の履行に当たっては、品質管理専任の部署もしくは担当者を立てる等、十分

な品質管理を行うこととする。 

 

1.13 産業財産権等、コンピュータプログラム等の取扱い 

産業財産権等の取扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。

また、作成されたコンピュータプログラム等の取扱いについては、別紙「コンピュータプログラ

ム作成等業務契約条項」に定められたとおりとする。 

 

1.14 秘密保持、個人情報の保護、及び情報セキュリティの確保 

秘密保持、個人情報の保護、及び情報セキュリティの確保については別紙「コンピュータプロ

グラム作成等業務契約条項」に定められたとおりとする。 

 

1.15 グリーン購入法の促進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用するものとす

る。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める

「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

1.16 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、

機構と協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 
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2. 技術仕様 

 

2.1 全体概要 

 

2.1.1 財務・契約系情報システムの機能追加箇所 

 下記①～④の要件を満たすこと。 

 「財務・契約系情報システムの機能追加箇所」を図 1-1に示す。 

① 研究契約業務に関する機能を財務契約系フロントシステムへ実装すること。 

② 研究契約業務に関する機能を契約管理支援システムへ実装すること。 

③ 契約管理帳票最適化に関する機能を契約管理支援システムへ実装すること。 

④ 予算科目補助情報登録に関する機能を財務契約系フロントシステムへ実装すること。 

 

 

 

 

図 1-1 財務・契約系情報システムの機能追加箇所 
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2.1.2 設計方針 

 下記①～⑤の要件を満たすこと。 

① 財務・契約系情報システムの既存仕様（認証、権限、画面、帳票、DB、バッチ、業務フロ

ー、コーディング、セキュリティ、処理性能等）や全体構成に準拠して設計・開発を行う

こと。また可能な限り既存仕様を流用すること。 

② 本仕様書の機能追加内容により、機能追加対象システム（財務契約系フロントシステム、

契約管理支援システム）内の既存処理に影響して、進行不能にしないこと。 

③ 本仕様書の機能追加内容により、機能追加対象システム（財務契約系フロントシステム、

契約管理支援システム）以外へ影響がないように実装すること。特に財務会計基本システ

ム（パッケージソフト）や帳票系システム（財務帳票出力システム、決算支援システム、

BIツール（パッケージソフト））に影響がないように実装すること。ただし、財務会計基

本システム（パッケージソフト）の基本インタフェース（View）は、必要最小限かつ他シ

ステムへ影響がない範囲内で調整可能とする。 

④ 本仕様書の機能追加内容により、機能追加対象システム（財務契約系フロントシステム、

契約管理支援システム）間で連携（API、VIEW）する情報があれば実装すること。 

⑤ 本仕様書の機能追加内容により、機能追加対象システム（財務契約系フロントシステム、

契約管理支援システム）の各業務処理（フロー、権限、画面、帳票、バッチ、データベー

ス等）を必要に応じて見直すこと。 

 

2.1.3 現行システム保守作業との関係 

 財務契約系フロントシステム・契約管理支援システムは現在運用中のシステムであることから、

本調達の実施期間中に障害対応・仕様変更に起因するソースコードの追加・修正が発生する。こ

れらソースコードの追加・修正が発生した場合、本調達の受注者は現行システムの保守業者より

最新のソースコードを受領して本改修に反映させること。 

 

2.1.4 特記事項 

 要件定義、設計、開発、試験の各工程で機構担当者の確認を受けて、次工程へ進む了承を得る

こと。上記については各工程が完了次第に凍結するという意味ではなく、次工程に進んで差支え

がない範囲で当該工程が行われていることを確認するものである。また、開発の初期段階で、設

計内容（画面レイアウト、画面遷移、帳票レイアウト）を確認するため、モックアップを作成の

うえ、発注者へ提供すること。各システムの機能毎の単体試験は納期 2ヶ月前に完了すること。 

 

2.1.5 データ移行 

 既存データに影響がある場合は、データ移行手順を確立して、データ移行手順書とデータ移行

のためのスクリプト等を準備のうえ、発注者へ提供すること。また、本仕様書「2.6.1 研究契約

業務機能追加作業等に対する試験」において、動作確認のため試験項目に追加すること。 
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2.1.6 研究契約業務 

 機構が取り扱う研究契約業務は、3つ（受託研究、委託研究、共同研究）に分類される。 

 受託研究は、機構が機構外からの委託を受けて行う研究及び開発（調査等を含む）するもので

ある。委託研究は、機構がその成果を利用する目的をもって、機構以外の者に研究及び開発（研

究及び開発に関する調査を含む）を委託するものである。共同研究は、機構と共同研究者が相互

にその成果を利用する目的をもって共同して行う研究及び開発するものである。 

 研究契約業務の機能追加について、下記①～⑧の要件を満たすこと。また、「財務・契約系情報

システムにおける契約管理支援システムの位置づけ」は図 1-6、「業務管理種別毎の契約(予定)種

別の一覧」は表 1-6-1、「契約(予定)種別毎の担当課（請求起案～契約手続き）の一覧」は表 1-6-

2、「業務管理種別毎の契約(引合)方式の一覧」は表 1-6-3を参考にすること。 

① 研究契約業務は主管課が異なるため、運用管理のアクセス権限において、契約管理支援シ

ステムを 2つのシステム（以降、「契約管理支援システム（一般契約・単価契約）」、「契約

管理支援システム（研究契約）」とする）に分け、それぞれアクセス権限設定（メニュー

ID 含む）できるようにすること。また、それに伴い、契約管理支援システムの URL にク

エリ文字列を追加して、契約管理支援システム（一般契約・単価契約）と契約管理支援シ

ステム（研究契約）を判別のうえ、指定してアクセスできるようにすること。さらに、外

部システムから URL（API連携含む）でアクセスしてきた場合、契約番号（クエリ文字列、

XMLデータ等）により、契約管理支援システム（一般契約・単価契約）と契約管理支援シ

ステム（研究契約）を判別のうえ、処理すること。 

② 契約管理支援システム（研究契約）において、契約管理支援システム（一般契約・単価契

約）の全機能が契約管理支援システム（研究契約）として基本的に利用可能なこと。 

③ 受託契約は原課登録がないため、現行の業務フローを踏襲し、財務契約系フロントシステ

ムから起票（登録）できるように工夫すること。 

④ 財務契約系フロントシステムで起票（支出契約請求、収入契約請求）する際、研究契約を

区別する方法として、業務管理種別（一般契約、単価契約、研究契約）を追加し、後続処

理に連携すること。 

⑤ 契約金額 0円の契約は、収入として起票し、負担行為まで可能とすること。 

⑥ 研究契約業務で使用する予算科目について、科研費以外の予算科目は使用可能とするこ

と。 

⑦ 新たに契約管理手続業務（見積回議書データ登録・帳票出力処理、変更承認申請回議書デ

ータ登録・帳票出力処理、見積回議書取消処理）を追加すること。 

⑧ 精算処理について、概算に関わらず精算可能にするため、契約締結後に業務選択可能にす

ること。 
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図 1-6 財務・契約系情報システムにおける契約管理支援システムの位置づけ 

 

 

表 1-6-1 業務管理種別毎の契約(予定)種別一覧 
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表 1-6-2 契約(予定)種別毎の担当課（請求起案～契約手続き）一覧 

 

 

表 1-6-3 業務管理種別毎の契約(引合)方式一覧 
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2.1.7 機能追加対象システムの全機能一覧 

 「財務契約系フロントシステムの全機能一覧」は表 1-7-1、「契約管理支援システムの全機能一

覧」は表 1-7-2を参考にすること。 

 

 

 

 
表 1-7-1 財務契約系フロントシステムの全機能一覧（1/2） 
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表 1-7-1 財務契約系フロントシステムの全機能一覧（2/2） 
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表 1-7-2 契約管理支援システムの全機能一覧（1/2） 
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表 1-7-2 契約管理支援システムの全機能一覧（2/2） 
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2.2 財務契約系フロントシステムへの研究契約業務機能追加作業 

 

2.2.1 概要 

 下記①～⑥の要件を満たすこと。 

 「業務管理種別項目の画面レイアウト例」は図 2-1を参考にすること。 

① 業務管理種別をマスタ管理すること。 

② 業務管理種別毎の契約(予定)種別をマスタ管理すること。 

③ 契約(予定)種別が係る全機能について、業務管理種別項目を画面に追加して登録できる

こと。また、業務管理種別項目を選択すると対象の契約(予定)種別項目が選択可能なよ

うにすること。ただし、科研費業務処理は、業務管理種別が研究契約のデータ（以降、

「研究契約データ」とする）は取り扱わないため、業務管理種別項目には、研究契約以

外が選択可能なようにすること。 

④ 契約(予定)種別が係る全機能（科研費業務処理以外）について、研究契約データが取り

扱えるようにすること。 

⑤ 研究契約データの契約主管課を既存と同じ方式でマスタ管理すること。画面の契約予定

箇所について、研究契約データの場合は、研究契約データの契約主管課が選択可能なこ

と。 

⑥ 共通の既存機能（ヘルプ、論理削除、一時保存等）について、機能追加した項目や機能

が取り扱えるようにすること。 
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図 2-1 業務管理種別項目の画面レイアウト例  
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2.2.2 契約請求業務処理 

 下記①～⑦の要件を満たすこと。 

「契約請求業務処理の主な機能追加内容一覧」は表 2-2、「画面レイアウト例」は図 2-2-1、「帳

票レイアウト例」は図 2-2-2を参考にすること。 

① 各機能について、画面に項目（業務管理種別、契約(予定)種別、親契約番号、新規継続区

分、過年度契約番号）を追加して登録できること。 

② 各機能について、帳票に項目（業務管理種別、契約(予定)種別、親契約番号、新規継続区

分、過年度契約番号）を追加して出力できること。 

③ 帳票は、既存帳票を可能な限り流用して作成すること。必要な項目のみ出力すること。 

④ 契約管理支援システムへ連携する際は、項目（業務管理種別、契約(予定)種別、親契約番

号、新規継続区分、過年度契約番号）を連携すること。 

⑤ 受託研究は、決裁帳票及び決裁処理は必須ではないため、工夫して処理できるようにする

こと。また、印刷ボタン押下により、既存の契約請求票と同等の帳票が出力できること。 

⑥ 項目（業務管理種別、契約(予定)種別）の変更は、不整合が起きないように制御すること。

特に「一般契約・単価契約」⇔「研究契約」は登録内容が異なる内容を含むため、UIで工

夫すること。 

⑦ 契約管理支援システム連携後は、差し戻されない限り、項目（業務管理種別、契約(予定)

種別、親契約番号、新規継続区分、過年度契約番号）の変更は不可とすること。 

 

 

表 2-2 契約請求業務処理の主な機能追加内容一覧 
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図 2-2-1 画面レイアウト例 

 

 

図 2-2-2 帳票レイアウト例 

 

  



 

- 17 - 

 

2.3 契約管理支援システムへの研究契約業務機能追加作業 

 

2.3.1 概要 

 下記①～⑬の要件を満たすこと。 

 「業務管理種別項目の画面レイアウト例」は図 3-1を参考にすること。 

① URLにシステム判別用のクエリ文字列を追加して、指定されている場合は、契約管理支

援システム（一般契約・単価契約）と契約管理支援システム（研究契約）を判別して、

アクセス権限に従い表示すること。指定されていない場合は、デフォルトとして、契約

管理支援システム（一般契約・単価契約）を表示すること。 

② URL（クエリ文字列）や API（XMLデータ等）に契約番号が指定されている場合は、契約

管理支援システム（一般契約・単価契約）と契約管理支援システム（研究契約）を判別

して処理すること。 

③ メニューについて、契約管理支援システム（一般契約・単価契約）と契約管理支援シス

テム（研究契約）でそれぞれ管理できるようにすること。 

④ 業務管理種別をマスタ管理すること。 

⑤ 業務管理種別毎の契約(予定)種別をマスタ管理すること。 

⑥ 契約(予定)種別が係る全機能について、業務管理種別項目を画面に追加して登録できる

こと。また、業務管理種別項目を選択すると対象の契約(予定)種別項目が選択可能なよ

うにすること。ただし、契約管理支援システム（研究契約）の当該項目は、財務契約系

フロントシステムから連携された情報を選択のうえ、常時非活性状態とすること。 

契約管理支援システム（一般契約・単価契約）：業務管理種別（一般契約、単価契約） 

契約管理支援システム（研究契約）：業務管理種別（研究契約） 

⑦ 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）は、業務管理種別（一般契約、単価契

約）のデータのみ取り扱えるようにすること。また、契約(予定)種別が係る全機能につ

いて、業務管理種別が一般契約・単価契約のデータ（以降、「一般契約・単価契約デー

タ」とする）が取り扱えるようにすること。 

⑧ 契約管理支援システム（研究契約）は、業務管理種別（研究契約）のデータのみ取り扱

えるようにすること。また、契約(予定)種別が係る全機能について、研究契約データが

取り扱えるようにすること。 

⑨ 研究契約データの契約主管課（契約担当者含む）を既存と同じ方式でマスタ管理するこ

と。画面の契約担当箇所（契約担当者含む）について、研究契約データの場合は、研究

契約データの契約主管課（担当者含む）のみ取り扱えるようにすること。また、契約主

管課（契約担当者含む）が係る全機能について、研究契約データの契約主管課（担当者

含む）として処理（画面表示、メール送信含む）されること。 

⑩ 画面の取引先（応札希望者、入札参加業者、引合先等）について、研究契約データの場

合は、研究契約データの取引先と一般契約・単価契約データの取引先が合わせて取り扱

えるようにすること。 

⑪ 各画面のヘルプについて、最新の仕様（画面、帳票）で全機能更新すること。 
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⑫ 電子決裁システムで利用する業務 IDについて、契約管理支援システム（一般契約・単

価契約）と同じ業務の場合は、同じ業務 IDを利用すること。契約管理支援システム

（一般契約・単価契約）に存在しない業務 IDの場合は、新たに業務 IDを作成して、利

用すること。 

⑬ システム管理やバッチ処理について、契約管理支援システム（一般契約・単価契約）と

契約管理支援システム（研究契約）で分ける必要があるか調査し、分ける必要がなけれ

ば共通機能として処理すること。 

 

 

図 3-1 業務管理種別項目の画面レイアウト例（一般契約） 
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図 3-1 業務管理種別項目の画面レイアウト例（単価契約） 

 

 

図 3-1 業務管理種別項目の画面レイアウト例（研究契約） 
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2.3.2 契約管理手続業務処理 

 下記①～⑱の要件を満たすこと。 

「事務手続き情報タブの画面レイアウト例」は図 3-2-1、「契約(予定)種別毎の契約管理手続業

務一覧」は表 3-2-1、「入札関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-2、「随契関連機能における

画面項目一覧」は表 3-2-3、「変更契約（見積）関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-4、「変

更契約（契約回議書）関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-5、「廃案関連機能における画面

項目一覧」は表 3-2-6、「契約解除関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-7、「精算関連機能に

おける画面項目一覧」は表 3-2-8、「遅滞金関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-9、「違約金

関連機能における画面項目一覧」は表 3-2-10、「その他契約（研究契約・受託）における出力帳票

一覧」は表 3-2-11、「その他契約（研究契約・収入型/0円共研）における出力帳票一覧」は表 3-

2-12、「その他契約（研究契約・委託）における出力帳票一覧」は表 3-2-13、「その他契約（研究

契約・支出型共研）における出力帳票一覧」は表 3-2-14、「その他契約（研究契約・受託）入札回

議書の帳票レイアウト例」は図 3-2-2、「その他契約（研究契約・受託）見積回議書の帳票レイア

ウト例」は図 3-2-3、「その他契約（研究契約・収入型/0円共研）入札回議書の帳票レイアウト例」

は図 3-2-4、「その他契約（研究契約・収入型/0円共研）見積回議書の帳票レイアウト例」は図 3-

2-5、「その他契約（研究契約・委託）委託研究引合回議書の帳票レイアウト例」は図 3-2-6、「そ

の他契約（研究契約・委託）委託研究契約回議書の帳票レイアウト例」は図 3-2-7、「その他契約

（研究契約・支出型共研）共同研究引合回議書の帳票レイアウト例」は図 3-2-8、「その他契約（研

究契約・支出型共研）共同研究契約回議書の帳票レイアウト例」は図 3-2-9を参考にすること。 

① 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）の契約管理手続業務処理は、業務管理種別

（一般契約、単価契約）の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

② 契約管理支援システム（研究契約）の契約管理手続業務処理は、業務管理種別（研究契約）

の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

③ 入札関連機能における画面項目について、表 3-2-2を参考に実装すること。 

④ 随契関連機能における画面項目について、表 3-2-3を参考に実装すること。 

⑤ 変更契約（見積）関連機能における画面項目について、表 3-2-4を参考に実装すること。 

⑥ 変更契約（契約回議書）関連機能における画面項目について、表 3-2-5を参考に実装する

こと。 

⑦ 廃案関連機能における画面項目について、表 3-2-6を参考に実装すること。 

⑧ 契約解除関連機能における画面項目について、表 3-2-7を参考に実装すること。 

⑨ 精算関連機能における画面項目について、表 3-2-8を参考に実装すること。 

⑩ 遅滞金関連機能における画面項目について、表 3-2-9を参考に実装すること。 

⑪ 違約金関連機能における画面項目について、表 3-2-10を参考に実装すること。 

⑫ 各画面項目について、用途に合わせた最適な入力方法（テキスト、テキストエリア、ラジ

オボタン、チェックボックス、プルダウン、リスト、日付、自動補完、自動転記、自動計

算、複数選択等）を検討して実装すること。定型文が存在する項目については、既存機能

（契約データタブの記事：定型文表示、記事例）を参考にすること。 

⑬ その他契約（研究契約・受託）における出力帳票一覧について、表 3-2-11を参考に実装

すること。 
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⑭ その他契約（研究契約・収入型/0円共研）における出力帳票一覧について、表 3-2-12を

参考に実装すること。 

⑮ その他契約（研究契約・委託）における出力帳票一覧について、表 3-2-13を参考に実装

すること。 

⑯ その他契約（研究契約・支出型共研）における出力帳票一覧について、表 3-2-14を参考

に実装すること。 

⑰ 各帳票は、既存帳票を可能な限り流用し、必要に応じて新規作成すること。また、ファイ

ル形式は Excel 形式（拡張子：xlsx）、Word 形式（拡張子：docx）、PDF 形式（拡張子：

pdf）とすること。 

⑱ Eメール送信ボタン押下時の技術検査自動判定処理について、研究契約データの契約(予

定)種別を追加して、判定処理されるようにすること。 

 

 

図 3-2-1 事務手続き情報タブの画面レイアウト例 
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表 3-2-1 契約(予定)種別毎の契約管理手続業務一覧 
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表 3-2-2 入札関連機能における画面項目一覧（1/4） 
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表 3-2-2 入札関連機能における画面項目一覧（2/4） 
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表 3-2-2 入札関連機能における画面項目一覧（3/4） 
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表 3-2-2 入札関連機能における画面項目一覧（4/4） 
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表 3-2-3 随契関連機能における画面項目一覧（1/3） 
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表 3-2-3 随契関連機能における画面項目一覧（2/3） 
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表 3-2-3 随契関連機能における画面項目一覧（3/3） 
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表 3-2-4 変更契約（見積）関連機能における画面項目一覧 
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表 3-2-5 変更契約（契約回議書）関連機能における画面項目一覧（1/2） 
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表 3-2-5 変更契約（契約回議書）関連機能における画面項目一覧（2/2） 
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表 3-2-6 廃案関連機能における画面項目一覧 
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表 3-2-7 契約解除関連機能における画面項目一覧 
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表 3-2-8 精算関連機能における画面項目一覧 

  



 

- 36 - 

 

 

表 3-2-9 遅滞金関連機能における画面項目一覧 

 

 

表 3-2-10 違約金関連機能における画面項目一覧 
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表 3-2-11 その他契約（研究契約・受託）における出力帳票一覧 

 

 

表 3-2-12 その他契約（研究契約・収入型/0円共研）における出力帳票一覧 
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表 3-2-13 その他契約（研究契約・委託）における出力帳票一覧 
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表 3-2-14 その他契約（研究契約・支出型共研） 
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図 3-2-2 その他契約（研究契約・受託）入札回議書の帳票レイアウト例 

 

 

図 3-2-3 その他契約（研究契約・受託）見積回議書の帳票レイアウト例 



 

- 41 - 

 

 

図 3-2-4 その他契約（研究契約・収入型/0円共研）入札回議書の帳票レイアウト例 

 

 

図 3-2-5 その他契約（研究契約・収入型/0円共研）見積回議書の帳票レイアウト例 
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図 3-2-6 その他契約（研究契約・委託）委託研究引合回議書の帳票レイアウト例 

 

 

図 3-2-7 その他契約（研究契約・委託）委託研究契約回議書の帳票レイアウト例 
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図 3-2-8 その他契約（研究契約・支出型共研）共同研究引合回議書の帳票レイアウト例 

 

 

図 3-2-9 その他契約（研究契約・支出型共研）共同研究契約回議書の帳票レイアウト例  
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2.3.3 管理帳票出力業務処理 

 下記①～②の要件を満たすこと。 

「契約原簿出力処理の画面レイアウト例」は図 3-3-1、「類別契約実績一覧表出力処理の画面レ

イアウト例」は図 3-3-2、「契約相手先別集計表出力処理の画面レイアウト例」は図 3-3-3、「証拠

書類一覧出力処理の画面レイアウト例」は図 3-3-4を参考にすること。 

① 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）の管理帳票出力業務処理は、業務管理種別

（一般契約、単価契約）の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。各出力

処理画面にて、印刷ボタン押下により、指定した検索条件を基に検索を実行し、非同期印

刷処理にて帳票が出力可能なこと。 

② 契約管理支援システム（研究契約）の管理帳票出力業務処理は、業務管理種別（研究契約）

の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。各出力処理画面にて、印刷ボタ

ン押下により、指定した検索条件を基に検索を実行し、非同期印刷処理にて帳票が出力可

能なこと。 
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図 3-3-1 契約原簿出力処理の画面レイアウト例（一般契約・単価契約） 

 

 

図 3-3-1 契約原簿出力処理の画面レイアウト例（研究契約） 
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図 3-3-2 類別契約実績一覧表出力処理の画面レイアウト例（一般契約・単価契約） 
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図 3-3-2 類別契約実績一覧表出力処理の画面レイアウト例（研究契約） 
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図 3-3-3 契約相手先別集計表出力処理の画面レイアウト例（一般契約・単価契約） 
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図 3-3-3 契約相手先別集計表出力処理の画面レイアウト例（研究契約） 
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図 3-3-4 証拠書類一覧出力処理の画面レイアウト例（一般契約・単価契約） 

 

 

図 3-3-4 証拠書類一覧出力処理の画面レイアウト例（研究契約） 
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2.3.4 契約情報検索処理 

 下記①～④の要件を満たすこと。 

「契約管理番号情報検索の画面レイアウト例」は図 3-4を参考にすること。 

① 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）の契約情報検索処理は、業務管理種別（一

般契約、単価契約）の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

② 契約管理支援システム（研究契約）の契約情報検索処理は、業務管理種別（研究契約）の

契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

③ 指定条件による契約データ検索画面について、本仕様書「2.1 全体概要」、「2.2 財務契約

系フロントシステムへの研究契約業務機能追加作業」、「2.3 契約管理支援システムへの

研究契約業務機能追加作業」、「2.4 契約管理支援システムへの契約管理帳票最適化に伴

う機能追加作業」、「2.5 財務契約系フロントシステムへの予算科目補助情報登録機能追

加作業」にて機能追加した項目は、全て取り扱い可能（検索条件登録、CSV出力項目登録、

検索実行、CSV帳票出力、画面表示等）であること。 

④ 契約管理番号情報検索画面について、検索条件項目と出力結果一覧（画面、帳票）に、業

務管理種別と契約(予定)種別項目を追加出力すること。 

 

 

図 3-4 契約管理番号情報検索の画面レイアウト例 
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2.3.5 取引先管理業務処理 

 下記①～③の要件を満たすこと。 

① 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）の取引先管理業務処理は、既存と同じよう

に一般契約・単価契約データの取引先に関して取り扱えるようにすること。 

② 契約管理支援システム（研究契約）の取引先管理業務処理は、研究契約データの取引先に

関して取り扱えるようにすること。ただし、既存の取引先関連のマスタには追加せず、研

究契約データ用のマスタを新規作成して管理すること。また、一般契約・単価契約データ

の取引先も参照可能とすること。 

③ 取引先業者一覧表出力画面について、帳票選択項目に研究契約データに関する項目を追

加のうえ、帳票出力できるようにすること。 
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2.3.6 複数年度契約管理業務処理 

 下記①～③の要件を満たすこと。 

「複数年度契約データ登録処理画面における契約(予定)種別毎の画面項目一覧」は表 3-6 を参

考にすること。 

① 契約管理支援システム（一般契約・単価契約）の複数年度契約管理業務処理は、業務管理

種別（一般契約、単価契約）の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

② 契約管理支援システム（研究契約）の複数年度契約管理業務処理は、業務管理種別（研究

契約）の契約(予定)種別データのみ取り扱えるようにすること。 

③ 複数年度契約管理業務処理の複数年度契約データ登録処理画面における画面項目につい

て、表 3-6を参考に実装すること。 

 

 

表 3-6 複数年度契約データ登録処理画面における契約(予定)種別毎の画面項目一覧 
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2.4 契約管理支援システムへの契約管理帳票最適化に伴う機能追加作業 

 

2.4.1 類別契約実績一覧表出力処理 

 下記①～③の要件を満たすこと。 

「類別契約実績一覧表の帳票レイアウト例」は図 4-1を参考にすること。 

① 運用実態に適合した帳票が出力できるようにすること。 

・１件１行の構成に変更 

・シートは契約(予定)種別毎に変更 

・原契約が表示されない変更契約を表示できるように改善 

・各日付項目の変更 

・ヘッダー部の契約担当課は削除して印刷範囲外に移動 

・見やすいように全体レイアウトを最適化 

（文字見切れ防止、罫線・フォントサイズ・余白見直し等） 

② 2つのカテゴリ（一般契約・単価契約、研究契約）にそれぞれ機能追加すること。 

また、それぞれ個別に機能解放できること。 

③ 財務会計基本システム（パッケージソフト）の基本インタフェース（View）を調整するこ

とで性能改善が図れる場合は、必要最小限かつ他システムへ影響がない範囲内で調整す

ること。 

 

 

図 4-1 類別契約実績一覧表の帳票レイアウト例 
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2.4.2 証拠書類一覧出力処理 

 下記①～③の要件を満たすこと。 

「証拠書類一覧の帳票レイアウト例」は図 4-2を参考にすること。 

① 運用実態に適合した帳票が出力できるようにすること。 

・表紙を追加表示 

・拠点名項目を追加表示 

・会計区分項目を追加表示（混合会計の場合は全て表示） 

・電子契約の場合は備考欄に「電子契約」を追加表示 

・年月の表現を変更（令和 9年度 99月分） 

・変更契約の締結日と納期の表現を変更（R9.99.99） 

 納期に変更がない場合は「変更なし」を追加表示 

・件名は折り返し表示 

・原契約以外（枝番あり）の番号は枝番のみ表示 

・原契約以外（枝番あり）の件名は空欄 

・表示順の変更（新規契約、変更契約） 

・変更契約の契約金額は非表示に変更 

・見やすいように全体レイアウトを最適化 

（文字見切れ防止、罫線・フォントサイズ・余白見直し等） 

② 2つのカテゴリ（一般契約・単価契約、研究契約）にそれぞれ機能追加すること。 

また、それぞれ個別に機能解放できること。 

③ 財務会計基本システム（パッケージソフト）の基本インタフェース（View）を調整するこ

とで性能改善が図れる場合は、必要最小限かつ他システムへ影響がない範囲内で調整す

ること。 
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図 4-2 証拠書類一覧の帳票レイアウト例 
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2.5 財務契約系フロントシステムへの予算科目補助情報登録機能追加作業 

 

2.5.1 その他補助金業務処理 

 下記①～④の要件を満たすこと。 

「その他補助金業務処理の画面レイアウト例」は図 5-1を参考にすること。 

① 新規業務として「その他補助金業務処理」を追加し、アクセス権限によるメニューの制御

が可能なこと。 

② その他補助金等入力画面において、その他補助金に対する補助情報（会計年度、実施回議

書起案番号、件名、相手先、相手先区分、契約開始、契約完了、精算区分、実施部署課室

コード、担当拠点、担当者、内線、予算科目（収入科目、支出科目、セグメント等）、交

付金額、年度別交付金額の内訳（補助事業収入、施設利用料収入等）等）を参照・登録・

印刷・修正・削除できるようにすること。 

③ その他補助金等入力画面において、印刷ボタン押下により、帳票（②で登録した情報等）

が出力できること。 

④ BI ツール等で利用可能なように、②で登録した情報が参照可能な VIEW を作成すること。 

 

 

図 5-1 その他補助金業務処理の画面レイアウト例 
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2.6 研究契約業務機能追加作業等に対する試験 

 

2.6.1 研究契約業務機能追加作業等に対する試験 

(1) 本仕様書「2.1 全体概要」、「2.2 財務契約系フロントシステムへの研究契約業務機能追加

作業」、「2.3 契約管理支援システムへの研究契約業務機能追加作業」、「2.4 契約管理支援

システムへの契約管理帳票最適化に伴う機能追加作業」、「2.5 財務契約系フロントシステ

ムへの予算科目補助情報登録機能追加作業」にて機能追加した内容を、発注者が保有する

「財務・契約系情報システム Ver.5」の検証環境を用いて試験を行うこと。 

(2) 試験を実施するにあたっては、検査要領書を 1週間前までに提出し内容の確認を得るこ

と。 

(3) 検査は、原則として発注者及び受注者の立会いのもとで行い、検査要領書に基づいて機能

ごとに実施すること。 

(4) 運用環境の実運用データのコピーを用いて試験を行うこと。ただし、本追加機能の試験に

必要なデータが不足していた場合には、受注者が試験データの追加登録を行うこと。 

 

 

以 上 

 


